
TAX ニュースレター 東栄税理⼠法⼈      03-5778-4722 HTTP://TOEITAX.CO.JP/ # 
 

 
Copyright © 2016 東栄税理士法人. All Rights Reserved. 

 

 

 

TAX ニュースレター 
東 栄 税 理 ⼠ 法 ⼈      
03-5778-4722 
http://toeitax.co.jp/ 

2017/3 月号 
   

 

 

H21,22 年取得土地は 1000 万円控除︕ 
事業用でも 
今回は不動産業者でも知らない
（気付かない）ことの多い 1000 万
円控除について解説したいと思いま
す。平成２１年か２２年に取得し
た土地については、一定の場合に限り
問答無用で譲渡益から 1000万円
を控除できるという特例です。⺠主党
政権時代に当時リーマンショックにより
ダメージを受けていた不動産市場を
活性化させる目的で２年間限定で
制定されました。 

この特例の一番の特徴は、⾃宅など
の⾃己居住用でない事業用の土地
や別荘などに対してもこの２年間に
取得さえしていれば特例の対象にな
る、という点です。会社でも個⼈でも
使えますが、取得した本⼈でなければ
ならず相続などで引き継いだ⼈は不
可です。勿論建物は不可ですので譲
渡の土地建物区分に要注意です。 

居住用でも 
この特例は居住用でも適用できます
が、3000 万円控除との併用は不可
なので、どちらかしか使えません。じゃあ
居住用は使う余地がないじゃないか、と
お思いでしょうか︖ 

この特例は⾃宅の買い換えの際に本領
発揮します。⾃宅の買い換えの場合で
新居のローン控除を適用する場合には
旧居の 3000 万円控除は適用できな
いのですが、この 1000 万円控除とロ
ーン控除は併用可能なのです。通常は
旧居の売却の税⾦を安くする代わりにロ
ーン控除を諦めるかその逆かを有利選
択するしかありません。マンションの敷地
権でも当然 OK です。 

今月のコメント 
娘が無事保育園を卒業し４月から小学
校に入学します。娘はサバサバ系のようで
保育園を卒業する寂しさは感じていないよ
うですが僕は少し寂しいです。本当につい
こないだ入園した感覚ですが、既に５年経
っているんですよね。子供の５年と親の５
年の密度が大きく違うことを実感します。入
学に向けてこども携帯を買ったり学童の準
備に大忙しです。ただランドセルは７月に
購入済みでじじばばの出資を受けておりま
す。いまどきの子育てあるあるです(笑) 
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